
 

東海市では施設園芸の振興を図るため、次のとおり交付金を交付し

ます。 

１ 対象となる重油 

令和５年４月１日（土）から令和６年３月１５日（金）までの間

に園芸用施設の暖房用として購入した重油 

２ 対象者 

市内に住所を有する農業者又は農業法人で市税を完納している方 

３ 交付単価 

（令和 5 年度の平均単価-６０．３４円/ ）÷２（上限１０円/ ） 

※令和 5 年度の平均単価は、令和６年３月１日に決定します。 

４ 申請書 

  交付を希望される方は申請書に必要書類を添えて提出してくださ

い。 

なお、あいち知多農業協同組合（ＪＡ）で重油を購入されている

方は、ＪＡで一括して申請していただきますので、ＪＡ西部総合営

農センターへ必要書類を提出してください。 

５ 提出期間 

令和６年３月１日（金） 

   ～令和６年３月１５日（金） 

６ 問合せ先 

  東海市役所農務課（５階） 

  電話 （０５２）６０３－２２１１または 

（０５６２）３３－１１１１（内線５２３、５２４） 

 

区 分 提出書類 提出先 

ＪＡで 

購入されている方 

・委任状 

・市税完納証明書（所定

の様式にて市役所１階

収納課で申請してくだ

さい。） 

あいち知多農協 

西部総合営農 

センター 

ＪＡ以外で 

購入されている方 

・交付金交付申請書 

・市税完納証明書（所定

の様式にて市役所１階

収納課で申請してくだ

さい。） 

・重油の購入実績を証明

する書類 

東海市役所 

農務課（５階） 

 

ご案内 

（注１） 申請時に市税完納証明書が添付されてない場合、支払いができない

ことがありますので、必ず添付してください。 

（注２） ＪＡとそれ以外、どちらも購入がある方は、市役所農務課までご連絡く

ださい。 

（注３） 申請期間中に申請が難しい方は、市役所農務課までご相談ください。 

 


